
●分析期間：令和５年度

【基礎データ】
令和５年４月１日付け職員数

うち管理
職員数

うち一般
職員数

894人 200人 694人
406人 119人 287人
488人 81人 407人
35人 8人 27人
21人 7人 14人
14人 1人 13人
929人 208人 721人
427人 126人 301人
502人 82人 420人 ※フルタイム暫定再任用は、正規職員にてカウント

常勤職員（正規職員）　令和５年４月１日現在の職位別、男女別人数

人数 割合 人数 割合 人数 割合
部　長級 11人 2.7% 3人 0.6% 14人 1.6%
副部長級 17人 4.2% 3人 0.6% 20人 2.2%
課　長級 38人 9.4% 14人 2.9% 52人 5.8%
副課長級 53人 13.1% 61人 12.5% 114人 12.8%
係　長級 54人 13.3% 84人 17.2% 138人 15.4%
主　任級 113人 27.8% 183人 37.5% 296人 33.1%
主事技師級 91人 22.4% 119人 24.4% 210人 23.5%
主事補技師補 29人 7.1% 21人 4.3% 50人 5.6%

計 406人 100.0% 488人 100.0% 894人 100.0%

合　計

女性活躍推進法第２１条に基づく
女性の職業選択に資する情報の公表

●職員のまとまり：常勤職員（正規職員）及び暫定再任用短時間勤務職員とする。

人　数

常勤職員（正規職員）

　　男　性

　　女　性
暫定再任用短時間勤務職員

　　男　性

　　女　性

　男性　合計

　女性　合計

正規職員

職　位
男性 女性 全体



【分析項目】

常勤職員（正規職員）：全体

　　男　性 30人 62.5% 　　男　性 27人 62.8%
　　女　性 18人 37.5% 　　女　性 16人 37.2%

計 48人 100.0% 計 43人 100.0%
（小数第二位四捨五入） （小数第二位四捨五入）

⑴ 　令和５年６月採用試験（一次試験）受験者に占める女性の割合
受験者 女性受験者

12人 1人

⑵ 　令和５年９月採用試験（一次試験）受験者に占める女性の割合
受験者 女性受験者

122人 63人

⑶ 　令和６年１月採用試験（一次試験）受験者に占める女性の割合
受験者 女性受験者

1人 0人

※平成１５年度から募集時の履歴書における性別の記載を削除しているため、男女の数は姓名から判断した推測値

54.59%

40.50%

下表参照

常勤職員（正規職員）　令和５年４月１日現在の職位別、男女別人数

人数 割合 人数(A) 割合 合計人数（B）割合（A/B） 前年度比(%)

部　長級 11人 2.7% 3人 0.6% 14人 21.4% 100.1%
副部長級 17人 4.2% 3人 0.6% 20人 15.0% 94.9%
課　長級 38人 9.4% 14人 2.9% 52人 26.9% 142.5%
副課長級 53人 13.1% 61人 12.5% 114人 53.5% 98.7%
係　長級 54人 13.3% 84人 17.2% 138人 60.9% 92.8%
主　任級 113人 27.8% 183人 37.5% 296人 61.8% 105.3%
主事技師級 91人 22.4% 119人 24.4% 210人 56.7% 96.2%
主事補技師補 29人 7.1% 21人 4.3% 50人 42.0% 95.0%

計 406人 100.0% 488人 100.0% 894人 54.6% 98.0%

中途採用未実施

１　採用した職員に占める女性職員の割合

R5年度
採用者数

人　数 割　合
R4年度
採用者数

人　数 割　合

２　採用試験の受験者の総数に占める女性の割合

試験日 女性受験者の割合
６月２５日（日）

（令和５年１０月１日付け、
令和６年４月１日付け採用分）

8.3%

正規職員

試験日 女性受験者の割合

９月１７日（日）
（令和６年４月１日付け採用分） 51.6%

試験日 女性受験者の割合

１月２１日（日）
（令和６年４月１日付け採用分） 0.0%

３　常勤職員（正規職員）に占める女性職員の割合

４　常勤職員（正規職員）の管理職に占める女性職員の割合

５　各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

職　位
男性 女性 女性の割合

６　中途採用の男女別実績

７　その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する制度の概要

・各種ハラスメントの防止に向けた対策として、各種規程（ハラスメント防止、懲戒処分な
ど）の整備、相談窓口の設置、庁内への周知等を実施している。
・女性活躍の視点から、女性職員の円滑なキャリア形成に向けて、職員同士の意見交換の機
会や外部機関の研修への派遣等を行っている。

管

理

職

役

職

段

階



８　離職率の男女の差異

※任期の定めのない職員に限ることから常勤職員（正規職員）のうち教職員を除く職員のみ分析

　⑴　令和５年度中の退職者（定年退職者は含まない。）の人数
離職率

　　男　性 4人 1.0%
　　女　性 14人 2.9%
　　全　体 18人 2.0%

（小数第二位四捨五入）

　⑵　令和５年度中の退職者の年齢階層

人数 割合 人数 割合 人数 割合
２０才以下 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
２１～３０才 2人 50.0% 7人 50.0% 9人 50.0%
３１～４０才 1人 25.0% 4人 28.6% 5人 27.8%
４１～５０才 0人 0.0% 1人 7.1% 1人 5.6%
５１～６０才 1人 25.0% 2人 14.3% 3人 16.7%

計 4人 100.0% 14人 100.0% 18人 100.0%

９　男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況

常勤職員（正規職員）
令和５年度 対象者 育休取得者 取得率 平均取得期間

男性 13人 9人 69.2% 2.5月

女性 15人 15人 100.0%  2年3月

合計 28人 24人 85.7% -
（小数点第2位四捨五入）

取得期間の分布状況（令和５年度新規取得者の育休開始時点での取得見込み）
〇男性職員
・１年未満 100.0% ・１年以上 0.0%
〇女性職員
・１年未満 20.0% ・１年以上１年半未満 0.0%
・１年半以上２年未満 13.3% ・２年以上 66.7%

１０　男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率、平均取得日数
取得日数の分布状況

⑴　配偶者出産補助休暇…配偶者の出産後１月以内に、３日の範囲内で取得できる特別休暇
対象者 取得者 取得率 取得日数計 平均取得日数

令和５年度 13人 11人 84.6% 33日 2.5日
（小数点第2位四捨五入）

⑵　育児参加休暇…配偶者の出産前後の期間に、５日の範囲内で取得できる特別休暇
※令和５年１０月から、出産の日以後１年まで取得できるようになった。

対象者 取得者 取得率 取得日数計 平均取得日数

令和５年度 13人 9人 69.2% 42日4時間 3.3日
（小数点第2位四捨五入）

⑶　配偶者出産補助休暇と育児参加休暇の合計取得日数
取得日数の分布状況（合計13人）
・５日未満 30.8% ・５日以上８日未満 23.1%
・８日以上 46.2%

13.5年
年度中退職者数 平均勤続年数

11.8年
12.1年

常勤職員（正規職員）

年齢階層
男性 女性 全体

※対象者は、令和５年度に子が出生し、育児休業を新規で取得可能になった人数

※育休取得者は、令和５年度に育児休業を取得した人数

（令和４年度以前に子が出生した職員によるものも含む。そのうち、継続取得は含まない。）



１１　職員1人当たり各月ごとの超過勤務時間

常勤職員(正規職員）※管理職を除く

超過勤務時
間数

平均時間数
月45時間※超
人数(延べ)

令和５年  4月 5,555時間 8.0時間 18人
 5月 4,045時間 5.8時間 6人
 6月 5,211時間 7.5時間 16人
 7月 3,995時間 5.8時間 10人
 8月 3,241時間 4.7時間 11人
 9月 3,902時間 5.6時間 14人
10月 4,004時間 5.8時間 12人
11月 4,194時間 6.0時間 8人
12月 3,197時間 4.6時間 3人

令和６年  1月 3,171時間 4.6時間 8人
 2月 4,816時間 6.9時間 11人
 3月 6,541時間 9.4時間 32人

51,872時間 149人
月ごと超過勤務時間の平均：6.2時間

１２　年次休暇等の取得状況

年次有給休暇が２０日以上付与された常勤職員(正規職員）職員の取得状況

常勤職員（正規職員）
対象者 合計取得日数 平均取得日数 取得５日未満 ５日未満割合

令和５年度 894人 13541.2日 15.1日 46人 5.1%

　↓ Ｒ５年度育児休業取得者を除くと
取得５日未満 ５日未満割合

21人 2.3%

当初新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から導入したテレワーク制度について、

引き続き、新たな働き方の一つとして制度を実施した。

令和５年度テレワークの実績（延べ人数）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
40人 80人 131人 151人 159人 146人

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
140人 133人 105人 132人 138人 65人 1420人

※労働基準法　時間外労働の限度に関す
る基準における月の限度時間

計

１３　職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する制度の概要


